
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

転
出
地
市
町
村
長
か
ら
転
入
予
定
地
市
町
村
長
へ
の
通
知
事
項
の
保
存
期
間
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
等
が
転
出
届
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
転
出
届
を
受
け
た
市
町
村
長

が
当
該
転
出
届
で
届
け
出
ら
れ
た
転
入
予
定
地
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
事
項
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
が
あ

っ
た
日
か
ら
、
転
出
の
予
定
年
月
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
の
四
関
係

）
二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
二
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


